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～職場のハラスメント防止について～
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京都労働局 雇用環境・均等室 髙江洲洋子



１ 事業主が防止措置を講じる法的義務のあるハラスメント
（１）セクシュアルハラスメント（平成11年4月施行改正法による義務付け）

根拠条文：男女雇用機会均等法第11条





（２）妊娠・出産、育児休業・介護休業等を理由とするハラスメント（平成29年1月施行改正法による義務付け）























２ 事業主に防止措置が義務付けられる予定のハラスメント
パワーハラスメント（平成３１年５月２９日改正法成立、令和元年６月５日公布、施行日未定）

●女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律

（平成３１年５月２９日成立、令和元年６月５日公布、施行日未定）

根拠条文：労働施策総合推進法第３０条の２

事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な
範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者から
の相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなけ
ればならない。

＊パワーハラスメント防止措置の新設のほか、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産、育児休業等に関
するハラスメント防止対策について強化が図られる。







ハラスメント防止に関する社内研修に役立つ資料

１ セクハラ、妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント防止について

・動画で研修を行いたい場合 → ＹｏｕTｕｂｅで「ＭＨＬＷchannel、セクハラ、マタハラ」
等のキーワードで検索いただくと、厚生労働省が作
成した啓発動画がご覧いただけます。

・資料がほしい場合 → 厚生労働省ＨＰで「職場におけるハラスメント対応マニュアル」
で検索いただくと資料が出てきます。資料の著作権は厚生労
働省にありますが、ハラスメント防止の目的のためであれば、
無償で自由に使用できます。

２ パワーハラスメント防止について

・動画、資料を見たい場合 → 「あかるい職場応援団」で検索いただくと、動画、資料、
裁判例等がご覧いただけます。


